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★税制改正で相続財産に係る譲渡所得の課税の特例はどうなる？

個人資産税のホットな情報をお届けします

◎事例

《現行》

その者が相続した全ての土地等

に対応する相続税相当額

※ただし、既にこの特例を適用した金額を除く

《改正後》

その譲渡した土地等

に対応する相続税相当額

１．相続税 ２．譲渡所得

土地等を譲渡した場合の取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税
相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。

『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』とは、相続により取得した土地、建物などを、一定期間
内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというも
のです。適用を受けるためには以下の要件を満たすことが必要です。
《特例を受けるための要件》

◎改正点

現行
（平成２６年以前相続開始）

改正後
（平成２７年以後相続開始）

差額

１.

相
続
税

基礎控除額 ６，０００万
（5,000万+1,000万）

３，６００万
（3,000万+600万）

△２，４００万

相続税額 ３，９００万 ４，８６０万 +９６０万

２.

譲
渡
所
得

取得費に加算
できる相続税額

３，５１０万
（3,900万×1.8億/2億）

１，４５８万
（4,860万×6,000万/2億）

△２，０５２万

概算税額
(所得税+住民税)

６２８万 １，０３８万 +４１０万

①．相続や遺贈により財産を取得した者であること。

②．その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

③．その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日

までに譲渡していること。

A土地 6,000万円

B土地 1億2,000万円

現預金 2,000万円

合計 2億円

・相続人は子供１人のみ
・相続財産は総額２億円

・１の相続後、A土地を７，０００万円で売却
・取得費は概算取得費（売却額の5％）の３５０
万円と仮定

・長期譲渡所得（所得税と住民税の合計で税率
20％）と仮定

※復興特別所得税は考慮していません

（土地等）
（1.8億）

※ 平成２７年１月１日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用

注：相続税の基礎控除額については、平成２５年度税制改正により、

平成2７年１月１日以後に開始する相続からは縮減されています。

平成２６年度税制改正法案が３月２０日に可決・成立しました。戦後二番目の早さだと言われています。
税制改正の内容につきましては、昨年のOSA通信第４８号でも速報版としてお知らせしておりますが、
今回は『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』の見直しについてご案内いたします。
この改正は、相続後に土地等を売却して相続税の納税資金などに充てようとするケースでは影響が出て

くる場合がありますので、昨年改正された相続税と合わせた事例も紹介いたします。 （若林 茂）

この事例では、平成２５年度改正により相続税額が９６０万円の負担増となり、平成２６年度改正に
より譲渡所得に対する税金が４１０万円の負担増となってしまいます。


